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(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）
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裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。
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13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
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6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
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14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の鐸叶

記援助がなかった場合）
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援助者の氏名又は名称
援助の内容
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(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。
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在職中に再就職の約束をした場合の届出

(別紙様式第4）

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

最高裁判所事務総長殿

剛住
氏氏 名山本佳子

電話番号
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。
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4約束前の求職開始日

5再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
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7雛 職 予 定 日 令和3年3月31日

や

8再就職予定 日 令和3年4月1日

再就職先の名称：学校法人大妻学院
9再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先
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大妻女子大学非常勤講師．11再就職先における地位
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14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助
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援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意） ‘

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。
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(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和3年3月17 日

最高裁判所事務総局人事局長殿
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裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。
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再就職先の連絡先： 蝿 罵 詮



10再就職先の業務内容
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11再就職先における地位
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13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無
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14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）
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援助の内容援助の内容
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求職
開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内
容を記載すること。
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